
生駒市規則第６号 

 生駒市庁舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月３０日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市庁舎管理規則の一部を改正する規則 

 生駒市庁舎管理規則（昭和５６年１０月生駒市規則第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１５条中「次の各号の１」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第３号中

「若しくは精神錯乱」を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  


